
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「住民自治協議会」 
とは 

地域づくりにおいて「自助、共

助、公助」のうちの共助を担い、

地域が一体となって課題解決や

地域の特性を生かした活動を自

律的に進めるための組織です。 

松阪市では、市民と企業と行政が一体となって協働のまちづくりに参

画し、地域づくりの輪が広がるように取り組みを進めています。 

ぜひ、住民自治協議会や NPO などの市民活動団体の地域活動にご協

力をいただける企業の皆さまの温かい支援をお待ちしております。 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 Ａコース  住民自治協議会の活動を支援するコース 

 

 

 

 

 
 
 Ｂコース  ＮＰＯ等の市民活動団体の活動を支援するコース 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

支援の内容 

支援のコース 

名  称：地域づくりスポンサー賞 

概  要：住民自治協議会が地域の個性を生かし、地域住民を巻き込み地域全体が

一体となって取り組む優れた事業にご支援をいただくものです。 

協賛金額：一口 2０万円 

名  称：市民活動サポート部門 

概  要：ＮＰＯ等の市民活動団体が主体性を発揮して取り組む地域活性化に資す

る事業にご支援をいただくものです。 

協賛金額：一口１0 万円 

＜申し込み・問い合わせ先＞ 

〒515-8515 三重県松阪市殿町 1340 番地 1 

松阪市役所 企画振興部 地域づくり連携課 

  TEL ０５９８－５３－４３２４   FAX ０５９８－２６－４０３５ 

E-mail commu.div@city.matsusaka.mie.jp 

 

「地域の元気応援事業」は、住民自治協議会の活動を応

援するため、地域の個性を生かしたアイデアを出し合い、

優れた事業提案に対して交付金の加算を行う事業です。

さらに、地域活性化に資する事業を行うＮＰＯなど市民

活動団体の提案も募集しています。この提案事業に対し

て、市民と企業と行政がより一体となって関わり、地域づ

くりの輪が広がるように、企業の皆さまのご支援をお願

いします。 

協賛のお申し込みは、以下のコースをご指定ください。 公開プレゼンテーション審査会での 

発表風景 

住民自治協議会や市民活動団体の活動に協賛をいただいた企業の地域

貢献を、市の広報誌・ホームページ等で市民の皆さまにお知らせいた

します。 

支援の決定 
令和 7 年 1月 25 日に行われる 

公開プレゼンテーション審査にて決定します。 

募集期間 
 

令和 6 年９月 1１日～12 月２７日 

市民への紹介 
 

※募集の詳細につきましては市ホームページをご覧ください 


